
令和２年度みやま市一般会計補正予算第１号の概要 

１ ポイント 

○補正予算額は 3,900,801千円（補正後予算現額 23,477,801 千円） 

新型コロナウイルス感染症に関する国の施策に基づく市民への支援及び本市の独自支援

策（がまだす・みやま全力応援金）を追加補正する。 

・住民基本台帳に記録されている全ての市民に一律 10万円を給付する。 

・全児童・生徒に道の駅みやまの商品券 3,000円を配布する。 

・休業もしくは営業時間を短縮する事業者を対象に一律 10 万円の休業等支援金を支給す

る。 

・国の「持続化給付金」及び「福岡県持続化緊急支援金」に一律 10万円を上乗せした「み

やま市持続化給付加算金」を交付する。 

 

２ 一般会計歳入歳出補正予算の主なもの 

 

(1) 特別定額給付金 

3,700,000千円 

・基準日（令和 2年 4月 27日）において住民基本台帳に記録されている市民に一律 10万円

を給付し、家計への支援を行う（対象者見込み 37,000人）。国庫補助事業（10/10）。 

 

(2) 子育て世帯臨時特別給付金 

45,000千円 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受ている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当

を受給する世帯に対し、対象児童 1人当たり臨時・特別の給付金 1万円を支給する（対象

児童見込み 4,500人）。国庫補助事業（10/10）。 

 

(3) 感染予防用消耗品費 

 8,900千円 

・医療機関、介護施設、障がい者施設、保育園・認定子ども園、放課後児童クラブに配布す

るマスク（10万枚）と手指消毒液（530L）及び防護服（200着）を追加購入する。 

 

(4) 農業経営継続支援事業補助金 

2,000千円 

・新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている JA 花き部会及び肥育部会に対し、

事業継続と今後の事業展開に向けた支援のための補助金を助成する。 



 

(5)道の駅みやま商品券交付金  

8,100千円 

・食育及び子育て世帯への経済的支援策として、全児童・生徒に 3,000円（500円の 6枚綴

り）の「道の駅みやま商品券」を配布する。 

 

(6) 休業等支援金 

20,000千円 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休業もしくは営業時間短縮にご協力いただけ

る市内事業者に対し、一律 10万円の休業等支援金を支給する（約 200事業所）。 

 

(7) 持続化給付加算金 

80,000千円 

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が大幅に減少した事業者に対し、国の「持

続化給付金」や「福岡県持続化緊急支援金」に一律 10 万円を上乗せした持続化給付加算

金を支給する（約 800事業所）。 

 

 

 

 

 

３ 補正予算の財源 

○国庫支出金                           3,780,801千円 

○基金繰入金                 120,000千円 

 

 



■　事業別予算説明

2款　総務費
（単位：千円）

本年度 補正予算 補正後

款 項 目 予算現額 第1号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

2 1 15
特別定額給付金
給付事業費

0 3,734,000 3,734,000 3,734,000 0
○特別定額給付金
　基準日に住民基本台帳に記録されている市民に
一律10万円を給付する（国10/10補助）。

3,700,000

3款　民生費
（単位：千円）

本年度 補正予算 補正後

款 項 目 予算現額 第1号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

3 2 2
子育て世帯臨時
特別給付金給付
事業費

0 46,801 46,801 46,801 0

○子育て世帯臨時特別給付金（国10/10）
　子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受
給する世帯に対し、対象児童1人当たり臨時・特別の
給付金1万円を支給する（国10/10補助）。
　

45,000

科目

事業名

補正予算第1号の財源内訳

補正予算の主な内容

科目

事業名

補正予算第1号の財源内訳

補正予算の主な内容

特別定額給付金給付事業費国庫補助金（3,700,000） 

特別定額給付金給付事務費国庫補助金 （  34,000） 

子育て世帯臨時特別給付金給付事業費国庫補助金 

                            （45,000） 

子育て世帯臨時特別給付金給付事務費国庫補助金 

                             （1,801） 



４款　衛生費
（単位：千円）

本年度 補正予算 補正後

款 項 目 予算現額 第1号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

4 1 1 保健衛生総務費 22,324 8,900 31,224 8,900
○消耗品費
　医療機関、介護施設等に配布するマスクや手指消
毒液、及び防護服を追加購入する。

8,900

６款　農林水産業費
（単位：千円）

本年度 補正予算 補正後

款 項 目 予算現額 第1号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

6 1 3
感染症対策農
業振興費

0 11,100 11,100 11,100

○農業経営継続支援事業補助金
　JAの花き部会及び肥育部会に対し、事業継続や
今後の事業展開のための補助金を助成する。

○道の駅みやま商品券交付金
　食育及び子育て世帯の経済的支援のため、全児
童・生徒に3,000円の商品券を配布する。

2,000

8,100

補正予算第1号の財源内訳

補正予算の主な内容

科目

事業名

補正予算第1号の財源内訳

補正予算の主な内容

科目

事業名

 

 

 

                             （1,801） 



７款　商工費
（単位：千円）

本年度 補正予算 補正後

款 項 目 予算現額 第1号 予算現額 国県支出金 地方債 その他 一般財源

７ 1 2
感染症対策商
工業振興費

0 100,000 100,000 100,000

○休業等支援金
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休業
もしくは営業時間短縮に協力いただける市内の事業
者に対し、一律10万円の休業等支援金を支給する。

○持続化給付加算金
　新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入
が大幅に減少した事業者に対し、国及び県の給付
金に一律10万円を上乗せした持続化給付加算金を
支給する。

20,000

80,000

科目

事業名

補正予算第1号の財源内訳

補正予算の主な内容



 

 

◎ 休業等支援金事業 

＜概要＞ 

以下の対象施設のうち、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休業も

しくは営業時間短縮にご協力いただける市内の事業者に対し、一律１０万円

の休業支援金を支給する。 

＜対象要件等＞ 

・ 令和 2 年 5 月 2 日から 5 月６日までの大型連休期間に、休業もしくは

営業時間短縮を行うとした事業者 

【支援金事業対象施設】 

施設の種類 内訳 

遊興施設 キャバレー、ナイトクラブ、バー、カラオケボックス等 

学習塾等 学習塾、自動車教習所等 

運動施設、遊戯

施設 

スポーツクラブなどの運動施設、マージャン店、パチンコ店

などの遊技場 

商業施設 
生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以

外のサービスを営む店舗 

その他 
飲食店（居酒屋、スナックを含む）、料理店、喫茶店等、ホ

テルもしくは旅館、理美容 

※上記以外でも、対面で販売を行っている常設の店舗等、３密となり得る施設

であれば対象とします。 

 

＜申請・給付時期＞ 

申請：令和２年 5月 1日（金）～ 

給付時期：５月中旬～ 

＜予算額＞ 

 ２００事業所×１０万円＝２，０００万円 

 

 



 

◎ 持続化給付加算金事業 

＜概要＞ 

中小・零細事業所の多い本市の特性を考慮し、新型コロナウイルス感染症の

影響により事業収入が大幅に減少した事業者に対し、国の「持続化給付金」

及び「福岡県持続化緊急支援金」に一律１０万円を上乗せした「みやま市持

続化給付加算金」を支給する。 

＜対象要件等＞ 

・ 国又は県の給付金・支援金の対象となった事業者（売上が前年同月比で

３０％以上減少している事業者） 

・ 休業等支援金を受給した事業者は対象外 

＜申請・給付時期＞ 

申請：国及び県の申請開始日から 

給付時期：国及び県の支給決定後速やかに給付 

＜予算額＞ 

 ８００事業所×１０万円＝８，０００万円 

 

 

◎ 事業者支援相談窓口の設置 

中小・小規模事業者に対する国、県等の様々な経済支援策が設けられている。

それぞれの事業者にあった支援策を案内するなど、みやま市商工会と連携し、

市役所内に相談窓口を設置する。 

・事業者支援相談窓口 本庁４階 TEL0944-88-8956 

 

 

◎ 農業（花き・畜産）への支援事業 

＜概要＞ 

本市の基幹産業である農業のうち、花き及び畜産は、新型コロナウイルス感

染症の影響を大きく受けている。JA の花き部会及び肥育部会に対し、事業

継続や今後の事業展開（販路拡大等）に向けた支援のための補助金を助成す

る。 

＜予算額＞ 

 ２００万円 

 

 

 



 

◎ 食育及び子育て世帯への経済的支援事業 

＜概要＞ 

新型コロナウイルスで、市内小中学校は現在休校中であり、学校給食も休止

している。児童・生徒に本市産の新鮮な農産品を食してもらう機会とする。

また、子育て世帯の経済的支援策として、全児童・生徒に３，０００円の商

品券（５００円の６枚綴り）を配布する。 

＜予算額＞ 

 全児童・生徒２，７００人 

道の駅みやま商品券 ３，０００円×２，７００人＝８１０万円 

 事務費 １００万円   

 合計 ９１０万円 

 

 

◎ 医療・福祉関連施設等への感染対策用品支給事業 

＜概要＞ 

感染症対策によるマスク・手指消毒液の不足している医療機関、介護施設、

障がい者施設、児童施設等に対し、感染対策用品を配布する。 

＜対象施設＞ 

   医療機関（医師会及び歯科医師会）、介護施設９６ヵ所、障がい者施設  

１１法人、保育園・認定こども園 18ヵ所、放課後児童クラブ９ヵ所 

＜配布予定＞ 

ウイルス対策用マスク 約１０万枚、手指消毒液 ５３０L、 

防護服 ２００着 

  ＜予算額＞ 

 ８９０万円 

 

 

 

 

みやま市独自支援策 合計：１億２，０００万円 

      

財源：財政調整基金繰入にて対応 

 



〇特別定額給付金（国補助事業）                          
 

事業費：３７億円、事務費：３，４００万円 
 

制度概要  

１ 目 的   

簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う 

２ 実施主体   

市区町村（給付事業費及び事務費は国が補助（10/10）） 

３ 給付対象者及び受給権者  

・給付対象者：基準日（令和２年４月２７日）において住民基本台帳に記録され 

ている者  

・受給権者：そのものの属する世帯の世帯主 

４ 給付額    

給付対象者１人につき１０ 万円 

５ 受給権者   

住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主 

６ 申請方法  

「 郵送申請方式」及び「 オンライン申請方式」が基本 

７ 受付・給付開始日  

申請書発送・申請受付開始日・・・５月中旬を予定 

給付開始日        ・・・５月末を予定 

 

実施体制等  

・「特別定額給付金室」（本庁４階）を設置。 ※５月１日設置予定 

・問い合わせ先  企画振興課    0944-64-1504（～4月 30日） 

         特別定額給付金室 0944-88-9737（5月 1日～） 

 

 

 

 

 

 

 



〇子育て世帯臨時特別給付金（国補助事業）                          
 

事業費：４，５００万円、事務費：１８０万円 
 

制度概要  

１ 目 的   

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、児童手当受給世

帯に臨時・特別の給付金を支給する。 

２ 実施主体   

市区町村（給付事業費及び事務費は国が補助（10/10）） 

３ 給付対象者及び受給権者  

給付対象者：対象児童に係る令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当の受給者 

４ 給付額    

対象児童１人あたり１ 万円 

５ 給付方法 

・市町村から支給対象者へ給付金の案内チラシを送付 

・児童手当の登録口座へ振込み  

６ 給付時期 

  令和２年６月末までに振込 

７ 問い合わせ先  

   子ども子育て課 0944-64-1535 

 


